
久留米広域合併協議会（第１０回）次第 

 

日 時：平成１５年１０月１８日(土)   

１５時００分～ 

場 所：久留米リサーチセンタービル １階 

 

 

 

１． 開 会 

２．報告事項 

（１）報告第１５号 第９回協議会以降の協議会活動について 

３．協議事項 

（１）第１５号議案 地方税の取扱いについて 
（２）第１７号議案 地域審議会の取扱いについて 
（３）第１８号議案 農林水産関係事業の取扱いについて 
（４）第１９号議案 商工･観光関係事業の取扱いについて 
（５）第２０号議案 新市の名称について 
（６）第２１号議案 新市の事務所の位置について 
（７）第２２号議案 町名･字名の取扱いについて 
（８）第２３号議案 一般職の職員の身分の取扱いについて 
（９）第２４号議案 特別職の身分の取扱いについて 
（10）第２５号議案 条例、規則等の取扱いについて 

（11）第２６号議案 国際交流事業、姉妹都市の取扱いについて 

（12）第２７号議案 道路事業に関する取扱いについて 

（13）第２８号議案 公共交通に関する取扱いについて 

（14）第２９号議案 土地利用に関する取扱いについて 

（15）第３０号議案 学校教育事業・通学区域の取扱いについて 

（16）第３１号議案 社会教育事業の取扱いについて 

４．その他 

５．閉 会 



 

久留米広域合併協議会(第 10 回)議案等 
 

 

《報告事項》 

報告第１５号  第９回協議会以降の協議会活動について       Ｐ １， ２ 

 

《議  案》  

第１５号議案  地方税の取扱いについて    (第８回協議会議案等 Ｐ４６～５２) 

                       (第９回協議会議案等 Ｐ ３， ４)           

                                 Ｐ ３～ ５ 

第１７号議案  地域審議会の取扱いについて  (第９回協議会議案等 Ｐ１１～１４) 

第１８号議案  農林水産関係事業の取扱いについて          

(第９回協議会議案等 Ｐ１５～２０) 

第１９号議案  商工・観光関係事業の取扱いについて         

(第９回協議会議案等 Ｐ２１～２５) 

第２０号議案  新市の名称について                Ｐ ６， ７ 

第２１号議案  新市の事務所の位置について            Ｐ ８， ９ 

第２２号議案  町名・字名の取扱いについて            Ｐ１０～１２ 

第２３号議案  一般職の職員の身分の取扱いについて        Ｐ１３～１６ 

第２４号議案  特別職の身分の取扱いについて           Ｐ１７～１９ 

第２５号議案  条例、規則等の取扱いについて           Ｐ２０～２２ 

第２６号議案  国際交流事業、姉妹都市の取扱いについて      Ｐ２３～２５ 

第２７号議案  道路事業に関する取扱いについて          Ｐ２６～３０ 

第２８号議案  公共交通に関する取扱いについて          Ｐ３１～３３ 

第２９号議案  土地利用に関する取扱いについて          Ｐ３４～３７ 

第３０号議案  学校教育事業・通学区域の取扱いについて      Ｐ３８～４１ 

第３１号議案  社会教育事業の取扱いについて           Ｐ４２～４６ 



報告第１５号 
 
 

第９回協議会以降の協議会活動について 
 
 
 第９回協議会以降の協議会活動について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
 
 
 

平成１５年１０月１８日提出 
 

              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

１ 



第９回協議会以降の協議会活動について 

  

《小委員会活動》 

  ９月２７日 「議会の定数及び任期に関する小委員会」第４回会議 

 

《会議》 

 １０月１４日 合併協議会幹事会(第１０回) ○合併協定項目の第１０回提出議案 

                      ○協議会(第１０回)開催要領(案)など 

 

《専門部会、分科会活動》前回報告以降分 

 

 

 

 

 

 

 

９月１７日 財政調整ＷＧ、ネットワークＷＧ 

９月１８日 収納消込システムＷＧ 

９月１９日 農家台帳システムＷＧ 

９月２４日 農業委員会分科会 

９月２５日 収納消込システムＷＧ 

９月２６日 保健情報システムＷＧ 

９月２９日 新市建設計画策定会議、電算調整会議、人事調整会議、企画調整会議、固定資産税

ＷＧ 

１０月 １日 固定資産税ＷＧ、収納消込システムＷＧ 

１０月 ２日 都市計画分科会、土木分科会、住基ＷＧ、外登ＷＧ 

１０月 ６日 社会体育分科会 

１０月 ７日 社会教育分科会、人権・同和分科会、図書館システムＷＧ 

１０月 ８日 都市産業部会、学校教育分科会、文書分科会、総務ＷＧ、国際ＷＧ、財産管理ＷＧ 

１０月 ９日 戸籍ＷＧ、総務（住民分科会）ＷＧ、納税ＷＧ、農家台帳システムＷＧ 

１０月１０日 総合調整部会、総務部会、ホームページＷＧ 

１０月１４日 教育文化部会 

合併協定項目ごとの調整方針(案)の作成を行っており、第１０回協議会に提案する合併協定

項目に関し、４部会（都市産業部会、総合調整部会、総務部会、教育文化部会）が開催され

ました。 

また、システムＷＧでは、合併後のシステム統合に関する協議を引き続き行っています。 

２ 



 

 

       
１市４町における地方税の不納欠損処分について 

 

  

○ 1 市 4 町の不納欠損処分額 

                                    （単位：千円） 

市町名 １２年度 １３年度 １４年度 

久留米市 
１６０，９０５ 

（５．４％） 

１８２，４３５ 

（５．５％） 

２２２，６４５ 

   （６．１％） 

 

４町計 

(   )は、 不納欠損額   

滞納繰越分調定額 

２４，２７７ 

（７．１％） 

２３，９８９ 

（７．０％） 

４８，３７０ 

（１３．２％） 

 

田主丸町 

   

１，０８５ 

   

１，１２２ 

 

１２，３３０ 

 

北野町 

   

３，２５９      ６，１５７     １，７９４ 

 

城島町 

   

１４，６８７ 

   

７，８３６ 

 

２３，１７０ 

 

 

 

 

 

 

三潴町 

   

５，２４６      ８，８７４    １１，０７６ 

（注）国民健康保険税（料）は、除く。 

（注）久留米市の１４年度分は、見込みによる。 

 

 

 

 

追加資料 

３ 



 
 

        事業所税の概要 
 
 

１．事業所税の目的 

都市には、人口及び企業が集中し、上・下水道、公園、学校、図書館などの都市基盤の整備を要

する、都市特有の財政需要が多く存在する。 

 そこで、都市の自主財源を充実する見地から、行政サービス提供と企業活動との受益関係に着目し

て、人口３０万人以上の都市等に所在する事務所・事業所に対し負担を求めるという趣旨で、事業所

税が設けられている。 

 この税は、都市環境の整備及び改善に要する費用に充てられる(目的税)。 

 

 

２．事業所税の使途 

(１) 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 

(２) 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 

(３) 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 

(４) 河川その他の水路の整備事業 

(５) 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業 

(６) 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業 

(７) 公害防止に関する事業 

(８) 防災に関する事業 

(９) その他、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で一定のもの 

追加資料 

( 地方税法 ) 

第５条 市町村税は、普通税及び目的税とする。 

２  ～  ４   ( 略 )  

５ 指定都市等は、目的税として、事業所税を課するものとする。 

６             ( 略 ) 

第７０１条の３０ 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てる

ため、事業所税を課するものとする。  

４ 



 

３．納税義務者 

  事業所などにおいて事業を行う法人又は個人 

 

４．課税標準など 

■ 資 産 割  事業所用家屋の床面積 １㎡につき６００円 ( １,０００㎡以下は免税 ) 

          ＊ 自己の所有の有無に係わらない 

■ 従業者割  従業者給与総額の０．２５％ ( １００人以下は免税 ) 

＊ 障害者、６０歳以上の従業者及びパートタイマー等を除く 

ただし、役員は従業者として扱う 

※ 床面積及び従業者は市内にある全ての事業所などを合算 

※ 資産割若しくは従業者割のどちらか一方だけ課税になる場合もあり 

 

５．非課税、課税標準の特例 

 (１) 非  課  税  国及び公共法人、公益法人、公共性が高く都市機能上必要とされる施 

設、中小企業の高度化のための施設など  〔 法701条の 34、 40項目 〕 

  (２)  課税標準の特例  協同組合等、国が施設として奨励するもの、広大な面積を有すること 

が不可欠な業種のものなど  〔 法701条の41、 21項目 〕 

 

６．納付方法 

  申告納付 

   

７．納  期 

    法 人；事業年度終了の日から２ヶ月以内 〔 法701 の条 46 〕 

個 人；翌年の３月１５日まで      〔 法701の条47 〕 

 

８．市町村合併に伴う取り扱い 

( 市町村の合併の特例に関する法律 ) 

第１０条第２項 合併により新たに人口３０万人以上の市となった場合における、当該市に対 

する事業所税の課税団体の指定は、合併の日から５年間は行わない。( 要旨 ) 

 

 

 

５ 



第２０号議案 
 
 
 

新市の名称について 
 
 
 
新市の名称について、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

 

６ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ３ 協定項目名  新市の名称 

調  整  内  容 

 
 新市の名称は、久留米市とする。 

 

７ 



第２１号議案 
 
 
 

新市の事務所の位置について 
 
 
 
新市の事務所の位置について、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

 

８ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ４ 協定項目名  新市の事務所の位置 

調  整  内  容 

 
 新市の事務所の位置は、久留米市城南町１５番地３とする。 

 

９ 



第２２号議案 
 
 
 

町名・字名の取扱いについて 
 
 
 
町名・字名の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

 

１０ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 １８ 協定項目名  町名・字名の取扱い 

調  整  内  容 

 
  町名・字名については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
 （１）町・字の区域については現行どおりとする。 

 
 （２）町・字の名称については、久留米市は現行どおりとし、田主丸町、北野町、城島町及び  
   三潴町については、旧自治体名を付し、「大字」の表記を削除した形態に変更する。 
    なお、その名称については、各町の意向により合併までに調整する。 

  

 

１１ 



町・字の名称について  

 

町・字の名称については、久留米市は現行どおりとし、田主丸町、北野町、城島町及び三

潴町については、旧自治体名を付し、「大字」の表記を削除した形態に変更すると、次のよう

な表示になります。 

 

 

（現   行）              （合 併 後） 

久留米市城南町 15 番地3       → 久留米市城南町 15 番地3（現行どおり） 

浮羽郡田主丸町大字田主丸 459 番地の 11 → 久留米市田主丸町田主丸 459 番地の11 

三井郡北野町大字中 3298 番地2    → 久留米市北野町中 3298 番地2 

三潴郡城島町大字楢津 743 番地2    → 久留米市城島町楢津 743 番地 2 

三潴郡三潴町大字玉満 2779 番地の 1    → 久留米市三潴町玉満 2779 番地の1 

 

※ 現在の大字名にあたる    部分の名称については、各町の意向により合併までに調整する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 

１２ 



第２３号議案 
 
 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
 
 
一般職の職員の身分の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

１３ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ９ 協定項目名  一般職の職員の身分の取扱い 

調  整  内  容 

 
一般職の職員の身分については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
（１）田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の一般職の職員は、すべて久留米市の職員として 

引き継ぐ。 

 
（２）田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の職員の任免、給与その他の身分の取扱いについ 

ては、久留米市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとし、その細目は、 
１市４町の長が別に協議して定める。 

 
 

１４ 



 

一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

１．職員数 

○ 平成 15 年 4 月 1 日現在の各市町の職種別職員数は、次のとおりである。 

 久留米市 田主丸町 北 野 町 城 島 町 三 潴 町 計 

一般行政職 1,238  148  105  93  99  1,683  

技能労務職 369  13  13  6  15  416  

学校教育職 93      93  

消 防 職 178      178  

計 1,878  161  118  99  114  2,370  

 

２．給与 

 ○ 給料表は、各市町に共通するものとして行政職給料表及び技能労務職給料表が設定されており、それ以

外に、久留米市では企業職給料表、消防職給料表及び教育職給料表（県条例を準用）を設定している。 

 ○ 行政職給料表の各級に格付される標準的な職務は、各市町で次のように異なっており、また、初任給基

準及び昇格の基準についても各市町の制度に差異がある。 

職 務 
の 級 

久留米市 田主丸町 北 野 町 城 島 町 三 潴 町 

１級 主事 主事 主事補 主事補 主事補 

２級 主事 主事 主事補 主事補 主事 

３級 主事 主事 主事 主事 主事 

４級 主事 主任主事 主任主事 主任主事 主任主事 

５級 主任主事 係長 

主査 

係長 

主査 

係長 

主査 

係長 

主査 

主任主事 

６級 主査 

主任主事 

係長 

主査 

課長補佐 

係長 

主査 

課長補佐 

係長 

主査 

課長補佐 

係長 

主査 

７級 課長補佐 課長 

主幹 
課長 課長 

参事 

課長 

主幹 

参事 

８級 次長 

課長 

主幹 

課長 課長 課長 課長 

主幹 

９級 部長 － － － － 

 ※ 職務は代表的なものを例示。 

 

○ 諸手当については、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当が各市町共通であり、

久留米市のみ単身赴任手当、夜間勤務手当の制度がある。 

 ○ 退職手当については、久留米市だけが固有の条例による支給を行っているが、他の4 町は福岡県市町村

職員退職手当組合へ加入しており、当該組合の条例が適用され、支給されている。 

資 料 

１５ 



 

３．勤務時間・休暇制度 

 ○ 職員の基本的な勤務時間は、全市町とも 1 週間あたり38 時間 45 分、1 日あたり 7 時間 45 分である。 

 ○ 各市町とも、その業務に応じ、各施設等で特殊な勤務時間を設定しているが、久留米市では本庁業務に

関し、勤務時間の割振りの変更を行って開庁時間の延長を行っている。 

○ 各市町とも、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇については、ほぼ同一の制度内容によ

り実施している。なお、これ以外の制度として、久留米市、三潴町にそれぞれ独自の無給休暇制度がある。 

 

 

【参考事例】 

団体名 合併関係市町村名 
合併方式 

（合併年月日） 
一般職の職員の身分の取扱いに関する協定項目の記述内容 

新潟市 新潟市 黒埼町 編 入 

(H13.1.1) 

(1) 黒埼町の定数内の職員は、すべて新潟市の職員として引き継

ぐものとする。 

(2) 職員の任免、給与その他の身分取扱いについては、新潟市の

職員と不均衡が生じないよう公正に取扱うものとし、その細目

は、両市町の長が別に協議して定める。 

呉 市 呉市 下蒲刈町 編 入 

(H15.4.1) 

(1) 下蒲刈町の一般職の職員は、すべて呉市の職員として引き継

ぐものとする。 

(2) 職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、呉市の

職員と不均衡が生じないよう公正に取扱うものとする。 

 

１６ 



第２４号議案 
 
 
 

特別職の身分の取扱いについて 
 
 
 
特別職の身分の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

１７ 



 
 
(別紙) 

 

協定項目番号 １１ 協定項目名  特別職の身分の取扱い 

調  整  内  容 

 
田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の常勤の特別職及び教育長の身分の取扱いについては、  

１市４町の長が別に協議して定める。 

 
 

 
 

１８ 



 

 特別職の身分の取扱いについて 

 

 

 

【参考事例】 

団体名 
合併関係 

市町村名 
合併方式 

合 併 

年 月 日 
特別職の身分の取扱いに関する協定項目の内容 

新 潟 市 新 潟 市 

黒 埼 町 

編 入 H13.1.1 黒埼町の特別職（三役及び教育長）の身分の取扱

いについては、両市町の長が別に協議して定める。 

呉 市 呉 市 

下蒲刈町 

編 入 H15.4.1 下蒲刈町の特別職の身分の取扱いについては、両

市町の長が別に協議して定める。 

 

資 料 

１９ 



第２５号議案 
 
 
 

条例、規則等の取扱いについて 
 
 
 
条例、規則等の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

２０ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 １２ 協定項目名  条例、規則等の取扱い 

調  整  内  容 

 

条例、規則等は、久留米市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調整内容に 

基づき、必要な場合には関係する条例、規則等の制定、改正等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 



  

 

「条例、規則等の取扱い」に関する他協議会の事例 （参考） 

 

 

 ○福山市 （合併時人口 約４０５千人／平成１５年２月合併） 

福山市の条例及び規則を適用するものとする。ただし、各種協議事項等の調整方針と関係す

る条例及び規則については、その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。 

 

 ○鹿児島市 （予定人口 約６０３千人／平成１６年１１月予定） 

鹿児島市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえ、条例、規

則等の新規制定、一部改正等が必要なものについては、所要の措置を行うものとする。 

 

○甲府市 （予定人口 約２０１千人／平成１６年６月又は１１月予定） 

甲府市の条例及び規則を適用する。ただし、必要に応じて所要の改正等を行う。 

 

○前橋市 （予定人口 約３２１千人／平成１６年１２月予定） 

前橋市の条例、規則等を適用する。ただし、事務事業の取扱い等の協議結果を踏まえ、合併と

同時に所要の改正等を行うものとする。 

 

 ○秋田市 （予定人口 約３３６千人／平成１７年１月予定） 

秋田市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整方針と関係する条例、規則

等については、その調整を踏まえて所要の改正等を行うものとする。 

 

 ○岐阜市 （予定人口 約５４６千人／平成１７年３月予定） 

岐阜市の条例・規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業等の調整方針と関係する

条例・規則等については、その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。 

 

資 料 

２２ 



第２６号議案 
 
 
 

国際交流事業、姉妹都市の取扱いについて 
 
 
 
国際交流事業、姉妹都市の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

２３ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ２１ 協定項目名  国際交流事業、姉妹都市の取扱い 

調  整  内  容 

 

  国際交流事業、姉妹都市については、次のとおり取り扱うものとする。 

 

（１）国際交流事業 

現在実施している国際交流事業は新市に引き継ぐ。新市における青少年交流は、英語圏 

への中学生派遣を含め、友好・姉妹都市交流を中心とした青少年交流事業のなかで見直し 

を行う。 

 

（２）友好姉妹都市交流 

姉妹都市については、新市に引き継ぐ。 

友好都市については、新市に引き継ぎ、新市において改めて検討する。 

 

 

 

２４ 



派遣事業 受入事業

（友好都市）

・中国　安徽省　合肥市

　

（姉妹都市）

・米国　カリフォルニア州

モデスト市

①モデスト親善大使（高校

生）派遣事業

②合肥友好大使（中学生）派

遣事業

①モデスト交換学生（高校

生）受入

②合肥市中学生友好訪日団受

入事業

③国際親善少年サッカー大会

受入先：中国安徽省合肥市、

韓国大邱広域市

（姉妹都市）

・福島県郡山市

（ふるさと協定）

・大分県日田郡前津江村

①郡山市

・子ども会による相互派遣交

流

・行政職員相互派遣交流など

②前津江村

・釈迦連峰山開きへの参加

・筑後川源流を探せ体験ツ

アーなど

①郡山市

・子ども会による相互派遣交

流

・行政職員相互派遣交流など

②前津江村

・水の祭典への受入れ

・農業祭り受入れなど

田主丸町

該当なし 無し 無し クブチ砂漠

緑化国際貢

献ボラン

ティア

北野町

該当なし 北野町中学生海外派遣国際交

流事業

派遣先：オーストラリア

（シドニー市、メガロングバ

レー）

無し

城島町

該当なし 城島町青少年海外派遣研修事

業

派遣先：オーストラリアシド

ニー近郊

無し

三潴町

（友好都市）

・中国　上海市　松江区

中国上海市松江区児童生徒交

流事業

中国上海市松江区児童生徒交

流事業

25

久留米市

友好都市・姉妹都市
交流事業

その他

○友好都市等の締結状況及び実施事業比較表

国際交流事業、姉妹都市の取扱いについて

資　料



第２７号議案 
 
 
 

道路事業に関する取扱いについて 
 
 
 
道路事業に関する取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

２６ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ３８ 協定項目名  道路事業に関する取扱い 

調  整  内  容 

 
  道路事業については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
＜建 設＞ 
（１）幹線及び補助幹線道路の整備については、継続事業は、現行どおり新市に引き継ぐもの 

とし、合併後の整備については、久留米市の例を基本に統一化を図る。 

 
（２）生活道路の整備については、新市域の実情を踏まえ、合併までに整備基準・箇所基準・ 

補償基準の統一化を図り、実施する。なお、用地処理については、当分の間は現行どおり 
とし、統一化に向けた検討を行う。 

 
＜管 理＞ 
（３）道路認定基準については、久留米市の認定要綱・認定施行細則を例に統一するが、合併 

以前に認定を受けているものは、新市に認定道路として引き継ぐ。 

 
（４）道路等の寄付については、久留米市の例に統一した要綱に基づき処理を行うこととし、 

その際の測量・登記費用は行政負担とする。 

 
＜維 持＞ 
（５）舗装修繕、路面清掃、除草をはじめとした維持のあり方については、久留米市の例を基 

本に制度統一を図る。 

 

２７ 



 

道路事業に関する取扱いについて 

＜建 設＞ 
 
（１） 幹線道路整備（街路事業など） 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

用地買収 不動産鑑定等

を基本に買収

価格決定 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

補償基準 （九州地区用

地対策連絡会

に準拠した）

久留米市の公

共用地取得に

伴う損失補償

基準・細則に

よる 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

 

（２） 補助幹線道路整備 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

用地買収 不動産鑑定等

を基本に買収

価格決定 

町独自の基準

により算定

（重要施策の

場合は不動産

鑑定による） 

不動産鑑定等

を基本に買収

価格決定 

不動産鑑定等

を基本に買収

価格決定 

不動産鑑定等

を基本に買収

価格決定 

補償基準 （九州地区用

地対策連絡会

に準拠した）

久留米市の公

共用地取得に

伴う損失補償

基準・細則に

よる 

（九州地区用

地対策連絡会

に準拠した）

町独自の基準

による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

 

資 料 

２８ 



（３）生活道路整備 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

用地処理 寄付対応 買収対応 買収対応 買収対応 買収対応 

補償基準 （九州地区用

地対策連絡会

に準拠した）

久留米市の公

共用地取得に

伴う損失補償

基準・細則に

よる 

（九州地区用

地対策連絡会

に準拠した）

町独自の基準

による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

九州地区用地

対策連絡会の

基準による 

整備基準 

（幅員） 

原則４ｍ以上

に拡幅 

原則４ｍ以上

に拡幅 

原則４ｍ以上

に拡幅 

原則４ｍ以上

に拡幅 

４ｍ以上に拡

幅 

箇所基準 

(舗装・側溝整

備対象) 

原則市道 

（集落内の生

活道路、指定

通学路、公共

施設連絡道な

ど） 

原則町道 

（集落内の生

活道路、指定

通学路、公共

施設連絡道な

ど） 

原則町道 

（集落内の生

活道路、指定

通学路、公共

施設連絡道な

ど） 

原則町道 

（集落内の生

活道路、指定

通学路、公共

施設連絡道な

ど） 

原則町道 

（集落内の生

活道路、指定

通学路、公共

施設連絡道な

ど） 

 

 

＜管 理＞ 
 
（４）新規道路の認定 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

認定基準等 久留米市道路

認定要綱・施

行細則による 

田主丸町道路

認定基準によ

る 

北野町町道認

定の基準に関

する規程・適

用基準（条例）

による 

城島町道路条

例による 

三潴町道路管

理条例による 

認定道路の最

小幅員 

原則４ｍ 原則４ｍ 原則４ｍ １級 ３ｍ以上 

２級 1.5ｍ以上 

３級 規定なし 

規定なし 

 

 

２９ 



（５）道路用地の寄付 

 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

寄付要件 道路認定要

綱・施行細則

に合致するこ

と 

道路認定基準

に合致するこ

と 

道路認定基準

に合致するこ

と 

私道道路の寄

付採納処理に

関する規程に

よる 

道路敷地寄付

採納処理に関

する規程によ

る 

（測量・登記）

費用負担 

市負担 町負担 個人負担 町負担 個人負担 

 

 

＜維 持＞ 
 
（６）道路維持 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

道路構造物、

舗装の修繕 

実施している 

（修繕：単価

契約） 

実施している

（工事請負：

随時発注） 

実施している

（工事請負：

随時発注） 

実施している

（出来高精算

で随時実施） 

実施している

（工事請負：

随時発注） 

後退道路の舗

装整備 

実施している 

（修繕：単価

契約） 

実施してない 実施している

（工事請負） 

実施してない 実施している

（工事請負） 

里道の舗装整

備 

実施している 

（修繕：単価

契約） 

原則実施して

ない（必要あ

れば工事発

注） 

実施してない 原則実施して

ない（必要あ

れば工事発

注） 

実施してない 

道路照明清掃

保守点検業務 

実施している

（委託） 

実施してない 実施してない 実施してない 実施してない 

路面清掃業務 実施している 

（委託：単価

契約） 

実施してない 実施してない 実施してない 実施してない 

路側除草業務 実施している 

（委託：単価

契約） 

実施している 

（委託） 

実施している 

（委託） 

実施している 

（委託） 

実施している 

（委託） 

道路賠償責任

保険 

加入している 加入している 加入している 加入している 加入している 

３０ 



第２８号議案 
 
 
 

公共交通に関する取扱いについて 
 
 
 
公共交通に関する取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 

 

３１ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ３９ 協定項目名  公共交通に関する取扱い 

調  整  内  容 

 
  公共交通については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
（１）合併時に実施されている路線バス対策については、原則として、新市に引き継ぐ。 

 
（２）合併時に運行されているコミュニティバスについては、原則として、新市に引き継ぐ。 

また、旧市町での運行及び検討内容を踏まえ、新市として再検討し、合併後速やかに、 
新市としてのコミュニティバスの運行を図る。 

 

３２ 



資 料 

公共交通に関する取扱いについて 

 
（１）路線バス対策 

 

（平成１５年９月現在） 

相 違 点           
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

路線バス運

行補助 

西鉄バス 3 路

線（大善寺

線・鳥栖線・

綾部線） 

甘木観光バ

ス１路線（田

主丸中央病

院線） 

無し 西鉄バス１路

線（大善寺線） 

西鉄バス１路

線（大善寺線） 

 

 

（２）コミュニティバス 

 

相 違 点 
要調整事項 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

コミュニテ

ィバス 

Ｈ１７運行

開始に向け

て検討中 

Ｈ１６運行

開始に向け

て検討中 

Ｈ１７運行

開始に向け

て検討中 

Ｈ１６運行

開始に向け

て検討中 

福祉バスルー

ト拡充検討中 

 

 

３３ 



第２９号議案 
 
 
 

土地利用に関する取扱いについて 
 
 
 
土地利用に関する取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 
 

 

 

 

３４ 



(別 紙) 

 
 
 

協定項目番号 ４０ 協定項目名  土地利用に関する取扱い 

調  整  内  容 

 
都市計画区域、市街化区域と市街化調整区域の区域区分、及び用途地域に関する土地利用に 

ついては、当分の間現行どおりとする。 
なお、都市計画区域等の見直しにあたっては、新市建設計画や合併後の土地利用動向等の調 

査を踏まえるものとする。 
また、その際には、地域審議会等の意見を尊重した対応を行うものとする。 
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資 料 

土地利用に関する取扱いについて 

 

（１） 都市計画区域 
【都市計画区域の指定】 

    ○一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を指定する。             

○根拠法令：都市計画法第 5 条 

 
要調整事項 

 

 
相 違 点 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 都市計画区

域の指定 市全域指定 
124.68ｋ㎡ 

指定なし 町全域指定 
20.49ｋ㎡ 

指定なし 町全域指定 
16.10ｋ㎡ 

   
 

（２） 区域区分 
【区域区分の指定】 
○都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があ

るときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。         

○根拠法令：都市計画法第７条 

 
要調整事項 

 

 
相 違 点 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 区域区分の

指定 有り 
市街化区域 
36.35ｋ㎡ 

なし なし なし なし 

 
 

（３） 用途地域 
【用途地域の指定】 
○都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、良好な都市環境を形成することを目的として、

都市計画区域内の土地の用途を定め、建築物の用途及び形態に制限を加えることにより、

将来あるべき土地利用の姿の実現化を図る。 
○根拠法令：都市計画法第 8 条 

 
要調整事項 
 

 
相 違 点 

久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 用途地域の

指定 11 用途指定 指定なし ３用途指定 指定なし ５用途指定 
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都市計画 

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び

市街地開発事業に関する計画をいう。 
その目的は、都市での多種多様な市民生活や企業活動の結果生じる土地利用の混乱や利害の対

立を調整し、都市全体の土地利用や都市構造に合理的、統一的な方向を与えて、良好な都市環境

を備えた機能的な都市を作り出すことにある。 
 

区域区分 

無秩序な市街化を防止し都市の発展を計画的に誘導するため、昭和４３年６月 15 日(法律第100
号)で都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分した制度が創設された。 
■市街化区域・市街化調整区域の対象 

種別 市街化区域 市街化調整区域 
意義・目的 公共投資の効率性、人口・産業の動

向と土地利用の適切な配分を洞察

しつつ優先的かつ積極的に市街化

すべき区域 

当面市街化を抑制すべき区域 

地域地区別 用途地域、その他必要な地域地区を

定める 
用途地域は原則として定めない 

都市施設 道路、公園、下水道を一体的に定め

る 
地域間連絡道路などを除き、原則と

して定めない 
市街地開発事業 積極的に行う 行わない 

開発行為 都市計画に適応し、一定の要件を具

備する場合に許可する 
原則として許可しない 

農地転用 届出制 許可制 

 

用途地域の種類 

○用途地域については、久留米市(3,635ha)、北野町(331ha),三潴町(168ha)について、その用途

が定められている。 

 名  称 久留米市 北野町 三潴町 

第一種低層住居専用地域 ○ ○ ○ 

第二種低層住居専用地域 ○  ○ 

第一種中高層住居専用地域 ○   

第二種中高層住居専用地域    

第一種住居地域 ○ ○ ○ 

第二種住居地域 ○   

住居系 

準住居地域 ○  ○ 

近隣商業地域 ○ ○ ○ 
商業系 

商業地域 ○   

準工業地域 ○   

工業地域 ○   工業系 

工業専用地域 ○   
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第３０号議案 
 
 
 

学校教育事業・通学区域の取扱いについて 
 
 
 
学校教育事業・通学区域の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 
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(別紙) 

協定項目番号 ４３ 協定項目名  学校教育事業・通学区域の取扱い 

調  整  内  容 

 

  学校教育事業及び通学区域については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
 （１）通学区域について 
    小・中学校の通学区域及び学校設置については、現行のとおりとする。なお、将来にお 
   いて、教育を取り巻く環境に変化があった場合には、必要に応じ検討する。 

 
 （２）給食事業について 
    給食事業については、当分の間、各市町の給食運営及び方式を基本とする。また、給食 
   費については、平成１７年度より最も有利な田主丸町及び久留米市に統一する。 

 
 （３）学校施設について 
    学校施設については、合併前の各市町の施設整備計画を尊重しながら、新市において新 
   たな整備基準の策定を行い、市内小・中学校の均衡ある整備を図る。 
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資 料 
学校教育事業・通学区域の取扱いについて 

 
 
（１） 通学区域について 
小・中学校の通学区域及び学校設置については、現行のとおりとする。なお、将来において、教育を

取り巻く環境に変化があった場合には、必要に応じ検討する。 
 

（平成 15 年 5 月 1 日現在） 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 
学校数 27 7 4 5 3 46  
学級数 460 52 40 41 33 626  

小
学
校 

 

児童数 14,105 1,321 1,121 901 917 18,365  
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 
学校数 13 1 1 1 1 17  
学級数 198 19 18 13 15 263  

中
学
校 

 

生徒数 6,550 679 647 440 515 8,831  
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 
学校数 1     1  
学級数 20     20  

養 

護 
 

生徒数 65     65  
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 
学校数 2     2  
学級数 40 ※南筑（16） （48） （ 8） （29） 40  

高 

校 
 

生徒数 1,567 ※久商（17） （25） （23） （27） 1,567  

 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 
学校数 43 8 5 6 4 66  
学級数 718 71 58 54 48 949  

合 

計 
 

児童数 22,287 2,000 1,768 1,341 1,432 28,828  

※ 高校の表中、カッコ内は各町からの通学者数（内数） 
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（２） 給食事業について 

給食事業については、当分の間、各市町の給食運営及び方式を基本とする。また、給食費については、

平成１７年度より最も有利な田主丸町及び久留米市に統一する。 

 
（平成 15 年 5 月 1 日現在） 

 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 調整方針 
運営方式 ※ 直営 直営 直営 直営 直営 

給食方式 
自校 (24校) 
センター(3 校) 

センター 自校 自校 自校 

当 分 の 間 、 各

市 町 の 方 式 を

基本とする。  

計画回数 190回／年 195回／年 189回／年 190回／年 190回／年 
統 一 回 数 で

調整する。  

小 

学 

校 
 

給食費 3,600円／月 3,600円／月 3,650円／月 3,700円／月 3,700円／月 3 , 60 0 円／月 
※ 久留米市の運営及び給食方式は、平成 16 年度よりセンター方式 3 校を自校・民間運営方式に切替

える。 
 

 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 調整方針 
実施 ( 2 校) 実施 実施 ※ 民間弁当  

実施状況 
ミルク(11 校) － － ミルク ミルク 

運営方式 直営 直営 直営 － － 

給食方式 センター センター 自校 － － 

当 分 の 間 、 各

市 町 の 方 式 を

基本とする。  

4,100円／月 4,100円／月 4,200円／月 14,000円/年  4 , 1 0 0 円／月 

中 

学 

校 
 

給食費 
(下段ミルク) 38 円／回   6,000円／年 6,500円／年 3 8 円／回 

※ 平成 15 年 5 月 1 日現在、城島町では民間弁当を週 2 回実施している。 
なお、城島町の給食費の調整方針は、平成 17 年度より自校方式になることを前提としたものである。 

 
 
（３） 学校施設について 
 学校施設については、合併前の各市町の施設整備計画を尊重しながら、新市において新たな整備基準

の策定を行い、市内小・中学校の均衡ある整備を図る。 
 

（平成 15 年 5 月 1 日現在） 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 計 

～46 
年度 

63,988 ㎡ 
(29％) 

7,022 ㎡ 
(22％) 

4,112 ㎡ 
(17％) 

7,929 ㎡ 
(34％) 

3,856 ㎡ 
(17％) 

86,907 ㎡ 
(27％)  

47～56 96,926 ㎡ 
(44％) 

12,818 ㎡ 
(40％) 

  10,040 ㎡ 
(40％) 

9,484 ㎡ 
(40％) 

8,755 ㎡ 
(37％) 

138,023 ㎡ 
(42％)  

建
設
年
度
別
面
積 

 

57～ 60,973 ㎡ 
(27％) 

  12,393 ㎡ 
(38％) 

  10,565 ㎡ 
(43％) 

6,205 ㎡ 
(26％) 

  10,864 ㎡ 
(46％) 

101,000 ㎡ 
(31％)  

計  221,887 ㎡ 32,233 ㎡ 24,717 ㎡ 23,618 ㎡ 23,475 ㎡ 325,930 ㎡ 
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第３１号議案 
 
 
 

社会教育事業の取扱いについて 
 
 
 
社会教育事業の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 

 
 
 

 
平成１５年１０月１８日提出 

 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 
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(別紙) 

協定項目番号 ４４ 協定項目名  社会教育事業の取扱い 

調  整  内  容 

 
  社会教育事業については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
 （１）生涯学習・社会教育事業について 
   ア 学習関係の講座等は、当分の間は現行どおりとし、合併後、新市において統一に向け 
    調整する。ただし、同一あるいは同種の事業については、新市全体の均衡を考慮し、合 
    併時までに調整する。 
   イ 生涯学習センター等の複合施設は、効率的な管理運営を行うため、調整・検討を行う。 
     また、公設の公民館は、現行のままとする。なお、料金体系等は、合併後検討を行う。 

 
 （２）図書館事業について 
    休館日・貸出の手続き等は合併時に統一する。ただし、開館時間は、各館の状況によっ 
   ては、独自の運用も可能とする。 

 
 （３）文化芸術活動振興事業について 
    文化芸術に係る施策や事業、及び施設の管理運営については、合併時は原則として現行 
   どおりとし、合併後、新市において全体的な統一化を図る。 

 
 （４）スポーツ振興事業について 
   ア 合併時に体育協会を一本化し、施設の管理運営を統一する。なお料金体系等は、合併 
    後、新市において検討を行う。 
   イ 市民・町民体育大会については、新市のスポーツフェスタを新設する。また既存の競 
    技大会については、地域の意向を尊重し、調整する。 

 
 （５）人権・同和事業について 
    人権・同和対策事業、及び人権・同和教育事業は、新市においても、引き続き推進して 
   いく。 

 
 （６）男女平等政策事業について 
    男女共同参画社会推進事業は、合併後、より制度が充実している久留米市の例により統 
   一する。 
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資 料 
社会教育事業の取扱いについて  

 
（１） 生涯学習・社会教育事業について 
ア 学習関係の講座等は、当分の間は現行どおりとし、合併後、新市において統一に向け調整する。た

だし、同一あるいは同種の事業については、新市全体の均衡を考慮し、合併時までに調整する。 
イ 生涯学習センター等の複合施設は、効率的な管理運営を行うため、調整・検討を行う。また、公設

の公民館は、現行のままとする。なお、料金体系等は、合併後検討を行う。 
 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

文化事業 えーるピアセミナー  － － － － 

高齢者事業  パソコン教室 老人学級 
シルバータウンカレッジ  

生き活き大学 ことぶき学級 尚寿大学 

成人事業 ふるさとの歴史入門講座  
時事講座 
文学講座 
初心者のための基本料理講 座  

パソコン講座 乳幼児学級 
パソコン教室 
郷土史講座 
趣味講座 

女性くらしのセミナー  
地域家庭教育学級 
IT 講習会 

女性講座 
電気教室 
IT 講習会 

青年事業 くるめ青年講座 
青年ボランティア育成講座 

－ － － － 

主催

講座 
教室

等の

開催 
 

青少年事業  よか余暇たのしか塾  
親子ふれあい家庭教育教室 
少年の翼 

少年の船 中学校家庭教育学級  青少年教室 
アドベンチャーキャンプ  
ふるさと城島わんぱく空中飛行 
校区家庭教育学級 
生きる力を育てる教育推進大会 
子育て支援事業 

－ 

高齢者  
大学事業 

えーるピア大学  
耳納大学 

（浮羽郡で実施）                                                   

七夕大学 
（小郡市で実施）  

大川三潴高齢者大学

（大川市で実施）  
大川三潴高齢者大学

（大川市で実施）  
子育て  
全国展開事業 

実施 － 実施 － 実施 

国・

県委

託事

業 
地域活動  
指導員事業 

実施 実施 実施 実施 実施 

施設名 生涯学習センター 公民館 
複合文化施設 
（H16.4 ｵ ｰ ﾌ ﾟ ﾝ予定） 

公民館 公民館 
総合文化センター 

公民館 生涯

学習

社会

教育

施設 
利用料金 減免制度なし 社会教育団体は免除  社会教育団体は免除  社会教育団体は免除  社会教育団体は免除  
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（２） 図書館事業について 
休館日・貸出の手続き等は合併時に統一する。ただし、開館時間は、各館の状況によっては、独自の運

用も可能とする。 
 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 
開館時間 ①10:00～18:00 

②10:00～20:00 
（木・金曜日） 

①9:00～16:30 
②10:00～17:00 
（日曜日） 

①9:00～17:00 ①10:00～18:00 ①10:00～18:00 

休館日 ①月曜日 
②国民の休日 
③年末年始 
④館内整理日 
（第 4 木曜日） 
⑤特別整理日 
（3 月上旬） 

①月曜日 
②国民の休日 
③年末年始 
④なし 
 
⑤なし 
 
⑥第 3 日曜日 

①月曜日 
②国民の休日 
③年末年始 
④館内整理日 
（最終水曜日） 
⑤特別整理日 
（3 月上旬） 
⑥8／14～16 

①月曜日 
②国民の休日の翌日 
③年末年始 
④館内整理日 
（第 4 木曜日） 
⑤特別整理日 
（6 月中旬～下旬） 

①月曜日 
②国民の休日 
③年末年始 
④館内整理日 
（第 1 木曜日） 
⑤特別整理日 
（2 月頃） 

本雑誌 10 冊／15 日 2 冊／7 日 5 冊／2 週間 10 冊／15 日 10 冊／15 日 貸出冊

数など AV 資料  なし なし なし 3 点／8 日 5 点／15 日 
 
 
（３） 文化芸術活動振興事業について 
文化芸術に係る施策や事業、及び施設の管理運営については、合併時は原則として現行どおりとし、合

併後、新市において全体的な統一化を図る。 
 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 
文化事業 ①青 木 繁 記 念 大 賞 公 募 展  

②賢順記念全国筝曲祭 
③丸山豊記念現代詩賞 
④芸術奨励賞 

町民文化祭 フェスティバル IN ようきたの  ①城 島 町 文 化 活 性 化 事 業  
②城島町芸術文化創造事業 
③JO（城）ネットワーク事業  
④青少年芸術文化交流事業 

生涯学習フェスティバル  

文化施設 ①市民会館 
②石橋文化ホール  
③石橋文化会館  
④共同ホール 
⑤高牟礼会館 
⑥芸能会館 

複合文化施設 
（H16.4 ｵ ｰ ﾌ ﾟ ﾝ予定） 

－ 総合文化センター － 

有無 有 有 有 有 有 文化関係  
連合組織  加入単位  個人 団体（活動分野） 団体（活動分野） 団体（活動分野） 団体（活動分野） 
文化関係団体への文化施  
設使用に係る優遇制度  

なし 
有 

（利用規定・使用料）  
有 

（利用規定・使用料）  
有 

（利用規定・使用料）  
有 

（利用規定・使用料）  
文化行政所管窓口 首長部局 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 
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（４）スポーツ振興事業について 
ア 合併時に体育協会を一本化し、施設の管理運営を統一する。なお料金体系等は、合併後、新市にお

いて検討を行う。 
イ 市民･町民体育大会については、新市のスポーツフェスタを新設する。また既存の競技大会につい

ては、地域の意向を尊重し、調整する。 
 
 久留米市 田主丸町 北野町 城島町 三潴町 

体育協会 財団法人 任意団体 
施設数 １８ ６ ５ ６ ７ 

開館時間※ 
9:00～21:00 
9:00～17:00 

8:00～18:00 
8:00～22:00 

8:30～22:00 
9:00～21:30 
9:00～22:00 

9:00～21:00 
9:00～22:00 

管理委託 
体育協会 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ公社 
利用団体 利用団体 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、

利用団体 

ス

ポ 
｜ 
ツ

施

設 利用料金（市

町内外格差） 
格差無し 町民無料 町民無料 

体協加盟団体無料 
郡外は割増料金 

市民・町民 
体育大会 

・久留米ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 
 
※その他の競技

大会については、

体育協会や競技

団体主催で多数

開催。 

・町民体育大会 
・学童水泳大会 
・町民ﾏﾗｿﾝ大会  
･町民ﾅｲﾀｰｿﾌﾄ大会 

・町民体育祭 
・(分)ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 

・(分)ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

・(分)ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 

・職域対抗球技大会 

・(子)駅伝大会 
・(子)ｽﾎﾟｰﾂ大会 

注；(分)＝分館対抗 

  (子)＝子ども会 

・町民体育祭 
・町民ﾊﾞﾚｰ大会  

・町民水泳大会 

・町民ｺﾞﾙﾌ大会  

・町民ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 

・小学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 

・ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ城島 
・少年剣道大会 
 

・町民運動大会 
・隣組対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ

ﾙ大会 

・水泳大会 
・大縄跳大会 

※施設により開館時間が違う場合は、2 段標記しています。 
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